
平成２６年度芦屋市次世代育成支援対策推進行動計画実施状況・評価結果一覧表（Ａ評価） 資料４

「*｣は平成20年度
実績

事業
No.

事業名 担当課 事業内容
平成21年度

(計画策定時)
実績

平成26年度
実績

平成26年度
目標

平成26年度
歳出予算

平成26年度
歳出決算

平成26年度実施状況
26年度目標（達成）に対して，努力した点・未達成
の理由

H26
所管
評価

H26
評価
結果

1 講演会，講座等での一時保育
男女共同参画推進
課

市主催の講演会，講座等の開催時に，保育
ボランティアの協力を得て，一時保育を実
施する。

実施 継続 継続 149 104

保育ボランティア団体の協力を得て，有料で一時保
育を実施（1人1回300円）
センター講座，講演会の他，育児中の親・養育者に
読書時間を確保する事業時に一時保育を実施
相談事業にも無料の一時保育を実施
平成26年度42回

一時保育について，講座募集時の広報あしややチラ
シ等において，育児中の親・養育者も参加しやすい
よう，広報に努めた。

Ａ Ａ

2★
ファミリー・サポート・セン
ター事業

子育て推進課（こ
ども担当）

育児の援助を依頼したい人と協力したい人
が会員となって一時的，臨時的に有償で子
どもを自宅で預かる相互援助活動組織で，
依頼会員はおおむね小学校６年生までの子
どもを持つ保護者とする。

実施
（１か所／病後児
預かりの試行実

施）

充実
（１か所／病後児
預かりの本格実

施）

充実
（１か所／病後児
預かりの本格実

施）

7,629 7,454

登録制による，臨時的に有償で子どもを自宅で預か
る相互援助活動組織
H27.3.31現在（依頼会員762人，協力会員245人，両
方会員86人，計1,093人）
活動回数：H22→4,475回　H23→4,394回
　　　　　H24→4,468回　H25→4,796回
　　　　　H26→5,828回
利用料：月～金曜の7～19時→1時間800円
土･日･祝･上記以外の時間→1時間900円

ひとり親家庭への利用助成を24年度から実施
事業を周知し新たな会員の拡大を図った。

引き続き周知を図り協力会員の増加に努め，養成講
座などの継続した取組により，協力会員の資質の向
上を図りながら目標達成に向けて取り組んだ。

Ａ Ａ

3★
子育て短期支援事業（ショー
トステイ事業）

子育て推進課（こ
ども担当）

保護者の仕事，疾病，出産等の理由で子ど
もの養育が一時的に困難となる場合等に，
児童福祉施設において一定期間，養育及び
保護を行う。

実施
（６か所）

充実
（１２か所）

充実
（７か所）

302 257

期間：原則として7日以内（延長可能）
利用者負担：日額1,000円～5,350円
利用状況：H24→4人･17日
          H25→7人･47日
　　　　　H26→7人･33日
指定施設数：13か所

指定施設の増加により，ショートステイ事業が利用
しやすくなり（保護者の要望に応えやすくなった）
事業を利用する方が増えた。一方，問題点として安
易に利用される傾向あり。

Ａ Ａ

7 女性の悩み相談
男女共同参画推進
課

夫婦間や家族間に生じる問題，心の悩み
等，女性の視点から専門相談員が相談に応
じる。

実施 充実 充実 886 869

家事調停相談：第1土曜日の10～12時の2枠，第3金
曜日の11～16時の4枠に面接により実施
心の悩み相談：第1・2・4・5金曜日の11～16時の4
枠に面接により実施

家事調停相談件数　 38件
心の悩み相談件数　134件
相談員連絡会議を2回開催し，情報の共有とケース
検討等を行った。

毎月1日号の広報あしややホームページ，「女性に
対する暴力をなくす運動」街頭キャンペーンなどに
より，相談事業の周知に努めた結果，前年度より相
談件数が増加した。また，相談員連絡会議を2回開
催し，相談業務に必要な情報の共有に努めた。

Ａ Ａ

8
民生委員・児童委員による相
談，指導

地域福祉課（地域
福祉係）

各地区において地域住民の生活に関する相
談，支援や，ひとり親家庭，障がい者等の
福祉行政への協力を行う。

実施
（１１１人）

継続
(１１５人)

継続 8,040 8,040

こんにちは赤ちゃん訪問を実施した際，希望があれ
ば民生委員・児童委員，福祉推進委員が手作りのス
タイを持参し，相談を受けるなどして，地域で身近
に相談ができることを市民に知ってもらった。

子育て中の家庭が子育てについて，地域の民生委
員・児童委員に相談できることを周知した結果，活
動が次第に定着しつつある。訪問後も継続して声掛
けや，地域の同世代の母親を紹介するなどして，母
親の不安を少しでも解消することに努めた。

Ａ Ａ

9 療育相談 障害福祉課
医師や臨床心理士，理学療法士等が乳児の
発達に関する相談や検査を行い，その後の
フォロー体制についても検討する。

実施 充実 充実 916 448

開催回数：12回
（内容）発達検査　6件
　　　　新規相談 21件
　　　　継続報告 21件
　　　　医師面接報告 58件

関連事業との連携のため，会議出席者の調整を行っ
た。

Ａ Ａ

10 相談員の育成

子育て推進課（こ
ども担当）
児童センター
青少年愛護セン
ター

子どもや子育て家庭にかかわる様々な問題
に適切に対応できるように，資質の向上に
努める。

実施 継続 継続

事業No12，76
で一括計上

(子育て推進
課（こども担

当）)

事業No12，76
で一括計上

(子育て推進
課（こども担

当）)

◆26年度も「児童虐待防止対策支援事業」（国補
助）を活用し，継続して子育て支援者及び担当職員
研修会を年3回実施し，今後も子どもや子育て家庭
にかかわる様々な問題に適切に対応できるように，
相談員の育成に努めた。（子育て推進課（こども担
当））
◆兵庫県児童館連絡協議会主催の児童厚生員等研修
会へ参加した。（児童センター）
◆青少年問題全般に関する相談を，指導主事を中心
に実施した。（青少年愛護センター）

◆家庭児童相談室及び子育てセンターのそれぞれの
役割を活かした相談業務の連携を図った。
研修は「児童虐待防止対策支援事業」を活用し職員
の資質の向上を図る取り組みを実施した。（子育て
推進課（こども担当））
◆資質向上のため，研修会へ積極的に参加した。
（児童センター）
◆指導主事が学校園と愛護委員の連携を図り，取り
組みを行った。今後も専門的な人材確保が必要であ
る。（青少年愛護センター）

Ａ Ａ

12 家庭児童相談
子育て推進課（こ
ども担当）

家庭児童相談員が家庭の養育についての悩
みや心配ごとの相談に応じる。また子ども
の虐待に関する相談・指導等適切な対応を
行う。

実施
充実

（相談員の増員，
システムの導入）

継続
（（仮称）福祉セ
ンターに移設）

13,871 13,846

・子育て支援センターとして包括的に活動し，併設
する保健センター他関係機関との連携強化・相談機
能の充実を図った。
・こども課主催で子育て支援者及び担当職員研修会
を年間3回実施し，資質の向上に努めた。
・家庭児童相談システム導入により通報対応及び訪
問面談など相談ケースの的確な管理と迅速な対応が
可能となった。

研修は，「児童虐待防止対策支援事業」（国補助）
から「子育て支援交付金」（国，県補助）に切替え
「地域子育てネットワーク機能強化事業」を活用し
家庭児童相談システムを導入した。研修の継続，充
実に努めた。

Ａ Ａ

（予算・決算額の単位：千円）

1 Ａ評価事業一覧
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14
子育てセンターでの電話相談
（子育てホットライン），来
所相談

子育て推進課（こ
ども担当）

専門相談員が来所，電話による子育て相談
を実施する(夜間はＦＡＸ対応）。

実施
充実

（環境整備）
充実

（環境整備）
事業No76で

一括計上
事業No76で

一括計上

相談件数：H22→1,608件
　　　    H23→1,568件
　　　    H24→1,360件
　　　　　H25→1,561件
　　　　　H26→1,776件

困難ケースへの対応について，子育て支援センター
として，平成22年度に家庭児童相談室と子育てセン
ターが併設になったことで情報が共有でき，迅速な
連携を行うことができた。

Ａ Ａ

16 妊産婦健康相談 健康課
妊産婦を対象に助産師による個別相談を行
う。

実施
（月１回）

継続
（月1回）

継続 － －
育児相談の中で継続して実施
産婦相談延べ69人
窓口等で相談があれば随時実施

母子手帳発行マニュアルに基づき，支援を要する妊
婦が相談につながるようにした。（妊婦相談8件）

Ａ Ａ

18 こどもの相談 健康課
乳幼児健診において，経過観察が必要な子
どもの継続的な健康相談を行う。

実施 充実 充実 1,554 1,132

こどもの相談(就学前のこどもが対象)
精神科医師によるこどもの相談
12回　延べ49人
臨床心理士によるこどもの相談
24回　延べ59人
小児科医師によるこどもの相談
6回　延べ26人（＝からだの相談）
5歳児発達相談
実数24人

5歳児発達相談は，平成26年度はモデル事業ではな
かったため市単独事業で実施。
幼稚園・保育所にも事業を周知し，連携に努めた。

Ａ Ａ

21 特別支援教育センターの相談 学校教育課
特別支援教育の対象となる幼児・児童・生
徒の保護者及び教員を対象とした教育相談
や指導助言等を実施する。

実施 充実
充実

（環境整備）
事業No146で

一括計上
事業No146で

一括計上

支援を必要とする幼児児童生徒の実態把握をするた
めに面談・発達検査・カンファレンス・巡回相談等
をし，保護者と学校園への支援・指導助言等を行っ
た。
＜相談件数　H25→165件，H26→173件＞

特別支援教育センター内にセンター長を常駐するこ
とにより，学校園・保護者等の教育相談に即座に対
応し支援方法について共通理解しながら進めること
に努めた。

Ａ Ａ

24
広報紙等による子育て情報の
提供

広報国際交流課
子育て推進課（新
制度推進担当）
子育て推進課（こ
ども担当）
健康課
児童センター
学校教育課
青少年育成課
図書館

広報紙，ホームページ等において，子育て
支援サービス全般に関する情報を提供す
る。

実施 継続 継続

事業No77で
一括計上

756（アプ
リ）

（子育て推進
課（こども担

当））

事業No77で
一括計上

756（アプ
リ）

（子育て推進
課（こども担

当））

◆毎年発行している「子育て支援特集号（広報臨時
号）」の他，子ども・子育て支援新制度の開始に向
けて説明会を実施したり，他課と協働で実施した幼
稚園・保育所の入園入所説明会においても新制度の
概要を説明した。また新制度を紹介した広報臨時号
を発行して広く周知を図った。（子育て推進課（新
制度推進担当））
◆ホームページ「子育てのページ」の運営
子育て情報サイト・アプリ「わくわく子育て」の公
開・利用を開始した。（子育て推進課（こども担
当））
◆広報紙，ホームページ等において，保育所等に関
する情報を提供した。（子育て推進課）
◆広報紙，ホームページ，保健センターだより等に
おいて子育て支援サービス全般に関する情報を提供
した。（健康課）
◆「児童センターだより」を年4回発行した。（児
童センター）
◆広報紙では，幼稚園の子どもたちの日常の様子を
伝えたり，6月に行ったオープンスクールを周知し
たりした。幼稚園生活の写真パネルを福祉センター
や，市民センターで掲示し紹介した。ホームページ
では，就園前に親子の遊び場として，園庭開放や在
園児との交流会について知らせた。（学校教育課）
◆広報紙，ホームページ等において子育て支援サー
ビスに関する情報を提供した。（青少年育成課）
◆広報紙，図書館報,ホームページ（市・図書館）
を通して情報発信を行った。（図書館）

◆市民の方が参加しやすいように新制度の説明会及
び幼稚園・保育所の入園入所説明会を市内6か所で
それぞれ実施した。またホームページや広報紙，広
報チャンネルにおいても新制度の周知に努めた。
（子育て推進課（新制度推進担当））
◆継続して実施するとともに，アプリによる子育て
情報の通知を行った。（子育て推進課（こども担
当））
◆継続して実施した。（子育て推進課，青少年育成
課）
◆平成25年度に引き続き実施した。平成26年度から
わくわく子育てにて健康課の事業内容を掲載し，周
知の手段が増加した。（健康課）
◆児童センターだよりに加え，各事業ごとのチラシ
及びホームページでも情報案内をした。また，新た
に子育て情報サイト「わくわく子育て」のページに
児童センター事業の案内を掲載した。（児童セン
ター）
◆園生活の様子などを，随時知らせるだけでなく，
未就園児の親子が遊びに来れる機会を，年間計画な
どで，できるだけ事前に知らせるようにした。（学
校教育課）
◆広報・図書館報・ホームページから情報提供を
行った。（図書館）

Ａ Ａ

28
プレイパーク事業
（ふれあい冒険ひろば）

子育て推進課（こ
ども担当）

普段体験できないような野外での活動を通
して親子で自由にのびのびと遊び，ふれあ
う中で子育てへの意識の向上を図る。

実施
（年１回）

継続 継続
事業No76で

一括計上
事業No76で

一括計上
親子で参加する「わくわく冒険広場」を6月に総合
公園で実施（約100人参加）

消防車に加えて，救急車も出動し体験乗車や親子で
協力して消火活動を行い，参加した親子は大喜び
だった。今年は消防署がこども用の消防服も新調
し，参加者に大変喜んでもらえた。午後からのレク
リエーションも手作りおもちゃで親子で遊ぶことが
でき，大盛況であった。
（22年度から救急車も出動して事業内容を充実）

Ａ Ａ

39
青少年愛護センターの情報誌
の発行，啓発活動

青少年愛護セン
ター

「愛護だより」，「愛護班ニュース」の定
期的な発行や関係機関との連携による啓発
活動を実施する。

実施 充実
充実

（一般市民向けに
発信）

－ －
県，阪神間，警察等の行政機関と連動し，ネット等
の課題に関する啓発冊子及び「愛護だより」「愛護
班ニュース」を愛護委員，保護者に配布した。

県等の政策に基づく啓発冊子の配布を継続し，地域
の「愛護だより」「愛護班ニュース」を通して，啓
発活動を実施することができた。

Ａ Ａ

41 子育てに関する公民館講座 公民館 子育てについての講座を開催する。
実施＊

（年４回）
継続 継続

市PTA協議会
と共催のた

め，市負担分
12

市PTA協議会
と共催のた

め，市負担分
12

子どもの可能性を引き出す良好な親子関係のあり方
を考える講座を実施
参加者数：239人

協働先団体と協議し，ニーズに合ったテーマを選定
の上，企画・実施

Ａ Ａ

2 Ａ評価事業一覧
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No.
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42 教育問題講座及び講演会 公民館 教育に関する講座・講演会を開催する。
実施＊

（年４回）
継続 継続

市PTA協議会
と共催のた

め，市負担分
12

市PTA協議会
と共催のた

め，市負担分
12

子どもの可能性を引き出す良好な親子関係のあり方
を考える講座を実施
参加者数：239人

協働先団体と協議し，ニーズに合ったテーマを選定
の上，企画・実施

Ａ Ａ

43 あい・あいる～む※ 子育て推進課（こ
ども担当）

市内の公共施設の空きスペースを活用し，
親子で気軽に立ち寄れる場所を提供する。
民生委員・児童委員がスタッフとなり，相
談・助言・情報提供を行う。

実施
（４か所）

充実
（５か所）

継続 308 173

市内の公共施設5か所で実施
日時：毎月第1～第4水曜日，10時～11時半
場所：打出教育文化センター・図書館・三条集会
所・上宮川文化センター・朝日ケ丘集会所
（参加者　延べ500人）

会場の継続確保は何とか実現することができた。地
域の民生委員がスタッフとなり地域に根付いたあい
あいるーむという特色を生かすことができた。

Ａ Ａ

44★
つどいの広場事業
「むくむく」
（地域子育て支援拠点事業）

子育て推進課（こ
ども担当）

子育て支援サービス等に関する情報提供，
相談及び助言，サービス提供者と利用者の
間の連絡調整を行うなど，子育ての総合窓
口を設置するとともに，子育て中の親子が
気軽に遊べる場を提供する。

実施
（ひろば型
１か所）

充実
（一般型

１か所，出張ひろ
ば型

２か所）

充実
（ひろば型
１か所・

センター型
１か所）

事業No76で
一括計上

事業No76で
一括計上

つどいのひろば「むくむく」実施
実施日：月曜～土曜（水曜除く）
10時～16時
（開設日数：240日,利用人数：26,216人）
つどいのひろば「ぷくぷく」実施
実施日：月曜
10時～16時
（開設日数：43日，利用人数：1,426人）
つどいのひろば「もこもこ」実施
実施日：金曜
10時～16時
（開設日数：51日，利用人数：2,165人）

つどいのひろば「ぷくぷく」の会場を男女共同参画
センターで実施し，ＪＲ芦屋駅近辺でのつどいのひ
ろば「もこもこ」を上宮川文化センターで開設し利
用者の対応を行った。開設場所のいろいろな事情に
苦慮することがあり継続して開設することの難しさ
を感じる。

Ａ Ａ

51 あそび広場 児童センター
１・２歳児と保護者を対象に遊び場を提供
する。

実施
（月３回）

継続
（月３回）

継続 20 20 午前午後合わせて30回実施し，親子739人が参加。
夏休み等，午前中に開設できる日を設定し，午後に
参加しにくい親子にも配慮をした。

Ａ Ａ

53 親子クラブ 児童センター

３歳児の親子を対象に，いろいろな遊びを
親子で行い，幼児の感性と体力を育て，親
子のむすびつきと保護者間の交流を深め
る。

実施
（週１回）

継続 継続 479 449 121回実施し，3,553人の親子が参加。 継続して実施 Ａ Ａ

59 子育て専門員の確保，配置

地域福祉課（地域
福祉係）
子育て推進課（こ
ども担当）
児童センター

身近なところに子育ての専門的な知識を
持った指導者を配置し，安心して子育てが
できるまちづくりをめざす。

実施 充実
充実

（子育て指導者の
増員）

事業No76で
一括計上

（子育て推進
課（こども担

当））

事業No76で
一括計上（子

育て推進課
（こども担

当））

◆民生委員・児童委員は定数115人，現員数115人で
充足している。平成25年12月より主任児童委員の定
数を4人から5人に増員し，相談体制強化を図ってい
る。（地域福祉課（地域福祉係））
◆子育てセンターの事業充実により，アシスタント
の確保に努めた。（子育て推進課（こども担当））
◆児童厚生員を4人設置し，「子育てフリー相談
員」として2人体制で相談に対応した。（児童セン
ター）

◆現状維持に努める。（地域福祉課（地域福祉
係））
◆つどいのひろば「むくむく」「ぷくぷく」「もこ
もこ」を継続開設し，引き続き，子育てセンター事
業を拡充し，支援の充実を図った。（子育て推進課
（こども担当））
◆子育て相談を2人体制で実施した。（児童セン
ター）

Ａ Ａ

※事業No.43「あい・るーむ」事業について，事業内容に「公共施設の空きスペースを利用」とあるが，空きスペースではなく図書館や集会所等の部屋を借りて実施。

3 Ａ評価事業一覧
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事業名 担当課 事業内容
平成21年度

(計画策定時)
実績

平成26年度
実績
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目標

平成26年度
歳出予算

平成26年度
歳出決算

平成26年度実施状況
26年度目標（達成）に対して，努力した点・未達成
の理由

H26
所管
評価

H26
評価
結果

61
子育て支援ボランティアの育
成

子育て推進課（こ
ども担当）

子育て支援をするためのサポーターの育成
や受け入れを社会福祉協議会と協働により
行う。

実施 継続 継続
事業No76と

No77で
一括計上

事業No76と
No77で

一括計上

行事等で，ボランティアを受け入れるとともに，子
育て支援者及び担当職員研修会を3回実施した。

ボランティア受入れについて，機会あるごとにＰＲ
を行った。
支援者研修会費用は「児童虐待防止対策支援事業」
（国補助）を活用（26年度継続実施）

Ａ Ａ

63 地域あいさつ運動の推進

防災安全課
学校教育課
青少年愛護セン
ター

地域での子育て支援，見守り活動として，
まちづくり防犯グループ等の地域住民によ
る子育て家庭や子どもへの声掛け，あいさ
つ運動を促進する。

実施 継続 継続

事業
№256で計上

（青少年愛護
センター）

事業
№256で計上

（青少年愛護
センター）

◆継続して，会議や情報交換の機会を提供し，あい
さつ運動を含む地域活動の推進を図った。（防災安
全課）
◆毎朝，各幼稚園，小学校，中学校では，校門付近
に職員や子どもが立ち，登校（園）時の朝のあいさ
つを行い，挨拶することの気持ちよさを味わえるよ
うにしている。地域では見守りの方々が積極的に声
を掛けてくださり，挨拶する子どもが増えてきた。
（学校教育課）
◆愛護委員の街頭巡視活動を通じて声かけ，あいさ
つ運動を実施した。
愛護委員　平成25年度190人
　　　　　平成26年度196人
市内小学校区ごとに班を編成して活動（青少年愛護
センター）

◆活動員の高齢化や後継者不足等の課題から活動の
地域差も見られた。（防災安全課）
◆大人自らが率先して挨拶をし，子どもたちが主体
的に挨拶する習慣が身に付くように心がけてきた。
（学校教育課）
◆継続的に地域での「あいさつ運動」等の地道な活
動が日ごろから行われていることが，目標の達成に
なっている。（青少年愛護センター）

Ａ Ａ

66
コミュニティ・スクールへの
支援

生涯学習課
学校等において地域住民がスポーツ，文
化，レクリエーション等を通じてコミュニ
ティを深める活動に対して，支援する。

実施
（９コミスク）

継続 継続 3,430 2,694
補助金：年額270千円／1コミスク
年額118千円／協議会
その他経費（保険料，施設補修費等）

補助額に変更は無いが，使途等については，毎回，
有意義な事業実施のための協議等，行っている。

Ａ Ａ

70 芦屋市地域福祉推進協議会
地域福祉課（地域
福祉係）

児童，高齢者，障がい者に関する地域での
課題解決のため，市全体の地域発信型ネッ
トワークの充実を目指す。

実施 継続 継続 2,000 2,000
・地域ｹｱｼｽﾃﾑ検討委員会：5回
・市内各小中学校区における会議：18回
・地域福祉推進協議会：2回

高齢者支援・障がい者支援・こども支援・権利擁護
支援と連携を図った。

Ａ Ａ

60 市民の子育て意識の高揚

社会福祉課（管理
係）
子育て推進課（こ
ども担当）
子育て推進課
健康課
児童センター
学校教育課
青少年育成課
生涯学習課
青少年愛護セン
ター

子どもの大切さや社会全体での子育て支援
の取り組みの重要性等について，市民一人
ひとりの理解や認識が深められるよう，あ
らゆる機会を通じて市民に対する広報，啓
発を進める。

実施

◆社会を明るくする運動を実施するため，関係団体
（警察・ＰＴＡ協議会・交通安全協会等）と連絡会
を開催した。（社会福祉課（管理係））
◆・第8回こどもフェスティバルを実行委員会形式
で実施し，744人の親子が参加した。
・子育て講演会等（子育てセンター）開催
・子育て支援センター主催で子育て支援者研修会を
年間3回実施（124人参加）
・児童虐待防止のキャンペーンを民生児童委員とと
もに実施
・ＪＲ芦屋駅周辺において，ＤＶ防止対策との協働
により児童虐待防止キャンペーンを実施（子育て推
進課（こども担当），子育て推進課）
◆保健センターで実施する健診等，あらゆる事業を
通じて市民に対する広報・啓発に取り組んだ。（健
康課）
◆母親教室などを年間6回実施した。（児童セン
ター）
◆在園児の保護者に対しては定期的に参観日や保護
者会等で，子育てについての情報を伝えたり，子育
て相談を通して育児に前向きになれるよう支援して
きた。地域の保護者に対しては，未就園児交流会
や，園庭開放を通して，子育て相談に応じたり，保
護者同士がかかわる機会をつくったりしながら育児
不安の解消に努めた。（学校教育課）
◆新たに「芦屋市子ども・若者計画」を策定するに
あたり，市内在住の15歳から39歳までの若者に市民
アンケートを実施した。また，子ども・若者や関係
団体等に対してヒアリングやワークショップを実施
した。（青少年育成課）
◆芦屋市学校支援ボランティア連絡協議会がひょう
ご社会教育活性化支援事業の委託を受け，「おしゃ
べりほっとcafe」を2回開催。
目の前の子育てに精一杯の保護者の視野を広げるに
は、少し先まで見通せるように、幅広い年齢の子を
持つ保護者同士で語り合いを実施した。（生涯学習
課）
◆・講演会実施（参加者100人）
「子どもの感情を育てるために」～大人が考えなけ
ればならないこと～
・「愛護のひろば」記録冊子を300部作成し，配布
することで子育て意識の高揚を図った。（青少年愛
護センター）

◆開催前に定期的に連絡会議を行うことにより，各
関係団体と連携を図りながら，各種事業を円滑に実
施した。（社会福祉課（管理係））
◆様々な機会を活用し，市民との協働を意識して，
子育て支援の啓発を図った。（子育て推進課（こど
も担当））
◆継続して実施した。（子育て推進課）
◆平成25年度に引き続き実施した。（健康課）
◆子育て講演会，母親教室での学習会を通して，子
育てに対するあらゆる意識を高める機会を提供し
た。（児童センター）
◆地域における子どもの居場所づくりとして，各幼
稚園で交流会や園庭開放を充実させてきた。（学校
教育課）
◆計画策定にあたり，アンケートだけではなく「生
の声」を聞くためのヒアリングやワークショップを
行うことで，計画が充実したものとなり，市民の子
育て支援に対する理解や認識を深めてもらうことが
できた。（青少年育成課）
◆子育て中の親に対し，改めて前向きな姿勢で子育
てに取り組めるよう，リフレッシュできる場所の提
供を心掛けて実施した。実施に当たっては芦屋市学
校支援ボランティア連絡協議会が主体となり，何度
も内容を検討した結果，参加者からは「来てよかっ
た」「また育児を頑張る」といった声をいただくこ
とができた。（生涯学習課）
◆愛護委員の班集会活動を通じて，日頃から学校Ｐ
ＴＡ関係者との連携を図り，子育てに関する意識を
高める事業・研修会などを合同で開催している。
（青少年愛護センター）

Ａ Ａ充実 充実

事業No76と
No77で

一括計上
（子育て推進
課（こども担

当））
28

（青少年愛護
センター）

事業No76と
No77で

一括計上
（子育て推進
課（こども担

当））
28

（青少年愛護
センター）

4 Ａ評価事業一覧
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71
障がい児が地域で育ち生活し
ていくための包括的な支援体
制づくり

子育て推進課（こ
ども担当）

「すくすく学級」からの進路先確保及び受
け入れ体制の整備を図り，保育所・幼稚園
等への円滑な入所・入園を実現するため，
庁内関係各課及び関係機関との連携・情報
提供を行う連絡会を開催する。また，保護
者に対しては保育所，幼稚園担当者が合同
で入所・入園に向けた説明会を実施する。

実施

充実
（関係機関との連
携を強化しスムー
ズな受け入れ態勢

を整備）

充実
（関係機関との連
携を強化しスムー
ズな受け入れ態勢

を整備）

－ －

「すくすく学級」からの進路先確保及び受け入れ体
制の整備を図り，保育所・幼稚園等への円滑な入
所・入園を実現するため，庁内関係各課及び関係機
関との連携・情報提供を行った。また，保護者に対
しては保育所，幼稚園担当者が合同で入所・入園に
向けた説明会を実施した。

関係機関と連携を図り，保育所・幼稚園への円滑な
入所・入園を図った。特に保護者の気持ち・意見を
考慮し，細かい点まで善処することができた。

Ａ Ａ

72 子育てグループの育成
子育て推進課（こ
ども担当）

地域の親子が楽しく交流が図れるよう，自
主的な子育てグループの育成を支援する。

実施
（１４グループ）

充実 充実
事業No76で

一括計上
事業No76で

一括計上

・グループ交流会・グループ訪問等を実施し，リー
ダーの養成を図った。
・グループの自主的な活動の支援（講演会講師料補
助）を実施した。
・福祉センターへ移転後，プレイルーム，サブプレ
イルームのグループへ貸し出しを実施し活動の活性
化に努めた。
（22年度から，講師料の助成・プレイルーム等の貸
し出し等の支援内容を充実させた。）

自主活動グループが運営上の理由から減少したが，
引き続きリーダーの方の相談に一緒になって考え，
アドバイスするなど，また，自主活動グループ支援
事業として，講演会などの講師料の補助を継続して
取り組んだ。

Ａ Ａ

73 要保護児童対策地域協議会
子育て推進課（こ
ども担当）

児童虐待や非行など保護を要する児童や出
産前から児童の養育に支援が必要と思われ
る妊婦などに関する諸問題について，関係
機関が連携して組織的に対応し，当該児童
及び妊婦の早期発見及び適切な保護を図
る。

実施
（年５回）

充実
（６回，個別ケー
ス検討会議136

回）

継続
事業No12で

一括計上
事業No12で

一括計上

・代表者会議1回・実務者会議4回・主催講演会1回
開催・個別ケース検討会議136回
・児童虐待防止，ＤＶ防止街頭キャンペーンの実施
（21年度からキャンペーン活動を実施）

ＤＶ防止キャンペーンと児童虐待防止キャンペーン
を協働して行い，効果的な啓発に取り組めた。児童
虐待防止対策支援事業（国補助）を活用して研修会
を行った。児童虐待防止のキャンペーンを実施し啓
発強化に取り組むことができた。

Ａ Ａ

75
子育て支援活動のネットワー
ク（次世代育成支援対策推進
協議会）

子育て推進課（新
制度推進担当）

地域における次世代育成支援対策の実施，
推進に向けて，地域の子育て関係機関の
ネットワーク化を図る。

実施 継続 継続 16 16
8月と3月の計2回実施し，次世代育成支援対策推進
行動計画の評価内容や新たな子ども・子育て支援に
ついての報告をした。

協議会においては意見が出しやすい雰囲気づくりに
努めた。子育て支援に携わってくださっている委員
の率直な意見や課題や市への要望等を聞かせていた
だくことができ，有意義な協議会を運営することが
できた。

Ａ Ａ

76 子育てセンター
子育て推進課（こ
ども担当）

子育てアドバイザーが常駐し，乳幼児期の
子育ての不安や悩みの相談に応じたり，親
子がふれあえる遊びや学習の場を提供する
など，支援を行う。

実施
（１か所）

充実
（環境整備・
事業拡大）

充実
（環境整備・
事業拡大）

25,762 24,323

つどいのひろば「むくむく」，出張ひろば「ぷくぷ
く」，「もこもこ」，幼稚園でのなかよしひろばを
開設。子育て支援センター「チャイルド・プラネッ
ト芦屋」として，家庭児童相談室，ファミリー・サ
ポート・センター及び保健センターとの連携が容易
になり，さらに相談機能を充実させることができ
た。また，施設が整備されたことにより事業に幅が
もて充実した事業展開ができた。

0歳児（未歩行）対象の「カンガルークラブ」の充
実の検討と2，3歳の親子を対象に福祉センターで体
を動かしてあそぶ「あそぼう会」を試験実施し27年
度への本格実施に向けての準備等を確認した。

Ａ Ａ

77 子育て支援センター
子育て推進課（こ
ども担当）

（仮称）福祉センターに子育て支援セン
ターを開設し，子育てセンター，家庭児童
相談室，ファミリー・サポート・センター
等を１か所にまとめ，更に学齢期の居場所
事業を行い，子育て支援の拠点とする。

未実施 実施
実施

（２２年度）
2,898 2,399

子育て支援センター「チャイルド・プラネット芦
屋」では相談機能を充実させ，スタディルーム，
ミュージックスタジオの実施，運動室の開放事業な
ど学齢期の居場所事業を行い，子育て支援の拠点と
した。

つどいのひろば「むくむく」をはじめ，子育て支援
事業の充実をはかる様々なイベントの開催と学齢期
への居場所づくり事業の定着化などさらに利用者が
増加するよう取り組んだ。

Ａ Ａ

78
子育て情報発信拠点の充実，
拡大

子育て推進課（こ
ども担当）

身近なところで子育ての情報が入手できる
よう，行政関連施設だけでなく，市内のあ
らゆる公共施設にパンフレット等を配置す
るなど，情報発信拠点の充実，拡大を図
る。

実施
充実

（拠点整備）
充実

（拠点整備）
－ －

子育て支援センターの存在が周知されるようにな
り，ホームページの活用など，子育て支援の拠点と
して情報収集・発信が充実できた。

情報伝達の多様化が課題となり，チラシ，広報のみ
ならず，ホームページ等ＰＲに工夫が必要となっ
た。
また，今年度より子育て情報サイト「わくわく子育
て」による情報提供も実施され，さらに情報の幅が
拡がった。

Ａ Ａ

79
市民・団体等の主体的な子育
て支援事業の把握

子育て推進課（新
制度推進担当）

市民・団体等の主体的な子育て支援事業の
取り組みを掌握し次世代後期計画の評価に
反映させる。

未実施 実施
実施

（２３年度）
－ －

市民活動センターに登録している子育て支援団体数
が減少していることから，照会数自体も減少したも
のの，各団体が丁寧に回答してくれたことで，団体
の活動状況や課題などを知ることができた。

市内にある子育て支援団体の取組を知ることで，市
が実施するべき支援施策が見えてきた。数多くの団
体が子育て支援を実施している状況が分かったの
で，今後市の施策にどう活かしていくのかが次の課
題である。

Ａ Ａ

80
ＮＰＯ及び市民・団体等との
協働による子育て支援の把握

子育て推進課（新
制度推進担当）

行政とＮＰＯ及び市民・団体等との協働に
よる子育て支援事業の取り組みを掌握し次
世代後期計画の評価に反映させる。

未実施 実施
実施

（２３年度）
－ －

昨年度に引き続き，庁内各課に対し，市民と協働し
て実施している事業の有無及び内容について照会し
た。

子育て支援についても市民参画協働の観点から，ど
の課がどのような取組を実施しているのか調査を実
施し把握することができた。今後はこれらの内容を
踏まえた上で，子育て支援を実施していく。

Ａ Ａ

83
中学校区青少年健全育成推進
会議

青少年愛護セン
ター

地域ぐるみで児童生徒の健全育成を図るた
めに，意見交換，情報交換，研修会等を行
う。

実施 充実
充実

（実施方法）
事業

№256で計上
事業

№256で計上

精道，山手，潮見中学校で地域イベント型の交流事
業や，運動会等の行事を通じて吹奏楽部の演奏をす
るなど，地域の特色を活かし活動を行った。講演会
も実施。

目標を達成するために，地域連携と交流事業で保護
者の参加と理解を得やすい，事業運営がなされてい
る。

Ａ Ａ

5 Ａ評価事業一覧



事業
No.

事業名 担当課 事業内容
平成21年度

(計画策定時)
実績

平成26年度
実績

平成26年度
目標

平成26年度
歳出予算

平成26年度
歳出決算

平成26年度実施状況
26年度目標（達成）に対して，努力した点・未達成
の理由

H26
所管
評価

H26
評価
結果

84
青少年育成愛護委員会及び協
会の活動

青少年愛護セン
ター

青少年の健全育成のために，地域における
相談，見回り，環境浄化等，様々な活動を
行う。

実施 継続 継続
事業

№256で計上
事業

№256で計上

愛護委員会総会・愛護協会総会　年１回実施
愛護委員会（役員会）・愛護協会（理事会）を毎月
1回実施
継続的な活動の取り組みが地域でなされており，今
後も継続実施をしていくことでより地域の安全が深
まる。

平成24年度　183人
平成25年度　190人
平成26年度　196人

日常的に地域での取り組みがなされており，「あい
さつ運動」，登下校時の「見守り活動」，「夜間の
巡視活動」等の地道な活動が継続的に行われている
ことが，目的の達成になっている。

Ａ Ａ

85 就労のための資格取得の援助
子育て推進課（こ
ども担当）

母子家庭等の就業支援として，資格取得，
能力開発のための支援，援助を行う。

実施 継続 継続 6,892 2,538

母子家庭を対象に下記の事業を実施
①教育訓練給付金事業：4人
②高等職業訓練促進給付金事業：2人
②について平成22年度より言語聴覚士を対象資格と
して認め，制度の拡大を行った。

児童扶養手当の申請時，現況届出時等を利用して，
制度の周知を行った。

Ａ Ａ

86
母子自立支援プログラム策定
事業

子育て推進課（こ
ども担当）

母子家庭の母に対し自立のための就労支援
としてハローワークと連携し情報提供等を
行う。

実施 継続 継続
事業No13で

一括計上
事業No13で

一括計上

母子自立支援プログラム参加者
H22→20人
H23→13人
H24→10人
H25→14人
H26→10人

児童扶養手当の現況届送付時にハローワーク西宮の
支援員による出張就労相談を開催する旨を併せて案
内し，予約を促した結果，現況届出時に多数の面談
を行うことができた。

Ａ Ａ

88 母子家庭等医療費助成
社会福祉課（福祉
医療係）

ひとり親家庭や両親のいない家庭の児童が
健康保険を使って医療機関に掛かったと
き，窓口で支払う一部負担金を公費（県・
市）で助成する。

実施 継続 継続 31,110 28,548

【外来】一般：1日800円を限度に月2回（1,600円ま
で），低所得：1日400円を限度に月2回（800円ま
で）
【入院】一般：1ヶ月2,400円が限度，低所得：1ヶ
月1,600円が限度
・所得制限あり
・対象者1,008人

県行革による平成26年7月の制度改正に伴い，県基
準の所得制限限度額が引き下げられたが，市単独事
業として従来の所得制限（児童扶養手当一部支給限
度額未満）を維持することとした。
また，制度周知に漏れがないよう，関係所管課と連
携し，公費助成を行った。
制度改正については，制度改正の案内文を送付する
とともに，一部負担金の見直しに関しては，中学校
3年生までの対象者について乳幼児等・こども医療
を適用することで，負担を抑制した。

Ａ Ａ

92 児童扶養手当
子育て推進課（こ
ども担当）

父母の離婚等で父のいない児童や両親のい
ない児童等，父と生計を共にしていない児
童（１８歳に達した最初の３月末までの児
童，障がいのある場合は２０歳）を養育し
ている方に支給する。

実施
充実

（対象を父子家庭
へも拡大）

充実
（対象を父子家庭
へも拡大及び５年
経過の条件を解

除）

271,796 242,450

児童扶養手当受給者
H21→521人
H22→548人
H23→577人
H24→579人
H25→574人
H26→547人

案内漏れや支給漏れがないよう周知に努めた。 Ａ Ａ

94
ファミリー・サポート・セン
ター料金の助成

子育て推進課（こ
ども担当）

ファミリー・サポート・センター料金をひ
とり親家庭をはじめ，低額所得家庭へ助成
を行う。

未実施 実施
実施

（２３年度）
120 93

平成24年度から事業実施
●対象者：ひとり親家庭のかたが利用された場合以
下のいずれかに該当するもの
・生活保護法による保護を受けているかた
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰
国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援
に関する法律に基づく支援の給付を受けているかた
・市民税非課税のかた

●助成額：1回利用料のうち報酬額の2分の1
1月あたり30,000円限度
●利用者：H24→2人，13日
　　　　　H25→5人，52日
　　　　　H26→3人，107日

広報紙等により制度の周知を図った。 Ａ Ａ

96 乳幼児等医療費助成
社会福祉課（福祉
医療係）

小学校第３学年終了前児童が健康保険を
使って医療機関に掛かったとき，窓口で支
払う一部負担金を公費（県・市）で助成す
る。

実施 継続 継続 133,455 117,874

0歳から小学校3年生が対象
・0歳から3歳（誕生月の末日）まで
【外来・入院とも】無料
・3歳（誕生月の翌月）から小学校3年生まで
【外来】一般：1日800円を限度に月2回（1,600円ま
で），低所得：無料
【入院】無料
・0歳児以外は所得制限あり
・対象者5,507人

制度周知に漏れがないよう，関係所管課と連携し，
公費助成を行った。

Ａ Ａ

6 Ａ評価事業一覧



事業
No.

事業名 担当課 事業内容
平成21年度

(計画策定時)
実績

平成26年度
実績

平成26年度
目標

平成26年度
歳出予算

平成26年度
歳出決算

平成26年度実施状況
26年度目標（達成）に対して，努力した点・未達成
の理由

H26
所管
評価

H26
評価
結果

98 こども医療費助成制度
社会福祉課（福祉
医療係）

心身・体力等で節目となる前青年期から思
春期にいたる１０～１５歳を対象に子育て
世代が安心して子育てできるよう、精神
的・経済的負担の大きい入院医療費の一部
を支援する。

未実施
実施

（２２年度）
実施

（２２年度）
23,437 19,547

小学校4年生から中学校3年生が対象
【外来】一般：2割負担，低所得：無料
【入院】無料
・所得制限あり
・対象者2,469人

制度周知に漏れがないよう，関係所管課と連携し，
公費助成を行った。

Ａ Ａ

104 こども手当 子育て推進課（こ
ども担当）

児童手当に替えて，中学３年生まで対象を
拡大し，手当を支給する。

未実施 実施
実施

（２２年度）
1,458,186 1,423,518

24年4月～児童手当（23年度子ども手当特別措置法
と支給要件同じ）
24年6月～所得制限導入
所得制限額以上の方は，対象児童月額1人につき
5,000円

支給事務については，未申請や書類不備のある方に
は，事前に電話で確認をとり，再度必要書類の案内
を送付する等丁寧な対応を心掛けた。

Ａ Ａ

110 私立幼稚園就園奨励費補助 教育委員会管理課
一定の所得以下の世帯に私立幼稚園保育料
の助成を行う。

実施 継続 継続 67,097 54,835

◇私立幼稚園
市民税の所得割課税額が211,200円以下（※1）の世
帯もしくは小学校3年生以下で園児を含め2人以上の
子どもがいる世帯（※2）
年額：第1子62,200円～第3子以降308,000円
対象人数：
平成25年度　141人
平成26年度　328人
◇市立幼稚園（平成26年度新設）
小学校3年生以下で園児を含め2人以上の子どもがい
る世帯（※2）
年額：第2子40,000円　第3子以降79,000円
対象人数：
平成26年度　第2子232人　第3子以降12人
※1　世帯構成により基準額は異なる
※2　平成26年度より所得制限撤廃

平成２６年度については，国の方針に従い，第２子
以降に対して所得制限なく助成を行うよう制度の拡
充を行った。これに伴い，公立幼稚園については，
第２子以降を対象とした就園奨励費制度を新設し
た。

Ａ Ａ

113 朝鮮人学校就学援助費 教育委員会管理課

初級部，中等部に在籍する児童，生徒の保
護者に対して学用品費，新入学学用品費及
び修学旅行費を援助する。（所得制限あ
り）

実施 継続 継続 266 87

初級部，中等部に在籍する児童，生徒の保護者に対
して学用品費，新入学学用品費，および修学旅行費
を援助した。
対象人数：
平成25年度  初級部3人，中級部0人
平成26年度　初級部3人，中級部1人

継続して実施 Ａ Ａ

116
次代の親の育成のための保育
体験

子育て推進課（こ
ども担当）

子育てセンターで，夏休み等に次代の親と
なる中・高・大学生に保育体験の場を提供
する。

未実施 実施
実施

（２３年度）
－ －

市内中学校のトライやる・ウィークで8人が実習。
その他，社会人の実習体験参加

保育体験，ボランティアの受入れを継続して実施し
た。

Ａ Ａ

118
父親の子育てに対する積極的
参加の促進

市民参画課
子育て推進課（こ
ども担当）
子育て推進課
健康課
学校教育課

父親が地域の行事や家庭での育児に参加で
きるような集会やイベントを企画し，あら
ゆる機会を通じ積極的に父親の参加を促
す。

実施 充実
充実

（父親の参加でき
る行事の増加）

－ －

◆市民活動フェスタを開催して，子育て世代の男性
が，子どもと参加できる機会を提供した。（市民参
画課）
◆・「わくわく冒険ひろば」を継続して実施。消防
車に加えて救急車も出動し，体験乗車や親子で協力
して消火活動を行い，親子で調理実習として，カー
トンドック作りを体験
・子育て講演会(102人参加)，なかよしひろばで
「親子体操」を企画し多くの父母が参加した。（子
育て推進課（こども担当））
◆日頃，育児や子育てに参加しにくい父親や保護者
が，保育行事に参加出来る様に呼びかけた。（子育
て推進課）
◆・毎月第3土曜日にプレ親教室（沐浴教室・パパ
ママ教室）を開催した。
・平成26年度より，マタニティ＆クッキングの開催
を土曜日開催とし，父親が参加しやすくなるよう，
実施。
延べ471人(健康課)
◆休日参観に父親の参加が多いので，内容の中に親
子のふれあい活動を入れるようにしてきた。また，
運動会や生活発表会等子どもの育ちが感じられるよ
うな場となるよう日々の保育に取り組んできた。
（学校教育課）

◆土曜日に継続して事業を実施することで，子育て
世代の父親が参加しやすくなるため，今後も父親の
積極的な子育て参加を促すような事業内容の検討が
必要である。（市民参画課）
◆機会あるごとに父母が共に参加できるイベントの
開催や季節の行事の実施など日頃参加しにくい父親
の参加を促した。（子育て推進課（こども担当））
◆継続して実施した。（子育て推進課）
◆マタニティ&クッキングを土曜日に開催したこと
で，夫婦での参加組数が40組（平成25年度）から92
組（平成26年度）と2倍以上に増加した。（健康
課）
◆親子のふれあい活動の内容の工夫をしてきた。
（学校教育課）

Ａ Ａ

119
家族の絆を深める体験ができ
る場の提供

子育て推進課（こ
ども担当）

家族全員で参加することで家庭の大切さを
考え家族の絆を深める事ができるイベント
等を実施する。

未実施 実施
実施

（２２年度）
事業No76で

一括計上
事業No76で

一括計上
「なかよしひろば」でふれあい「３Ｂ体操」を実施
（6回），グループで交流会「親子体操」を実施

幼稚園の園庭で，身体を使って家族で一緒にふれあ
う「親子体操」（22年度から実施）や「わくわく冒
険ひろば」を実施

Ａ Ａ

7 Ａ評価事業一覧
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120 環境・食育講座 児童センター
就学前の親子を対象に身近な題材をテーマ
に楽しく学習する。

実施＊
（年１回）

継続 継続 30 30
就学前の親子から小学生まで，年間2回実施。
計257人が参加。

毎回子どもたちの身近なテーマに沿った内容で実
施。

Ａ Ａ

126
幼稚園における配慮を要する
幼児の受け入れ指導

学校教育課
配慮を要する幼児が地域社会の中で充実し
た生活を送れるように，幼稚園での受け入
れ，指導を行う。

実施 継続 継続 － －

特別支援教育センターやすくすく学級との連携を深
めるとともに，保健センターとも連携することが出
来た。
また，芦屋特別支援学校，こばと聴覚特別支援学校
を見学したり，センター的機能を活用して，研修を
行った。コーディネーター研修会では「入園当初の
保育」にテーマをしぼって研修を行った。

幼児への支援という視点では，特別支援教育セン
ターやすくすく学級との連携に加えて，５歳児発達
相談を通して，保健センターとも連携が出来た。
職員の研修という視点では，特別支援学校の特色を
生かした研修会で幅を広げ，コーディネーター研修
会のテーマを絞って具体的に子どもの理解ができる
ようにしてきた。

Ａ Ａ

127
幼稚園職員等の人材育成と資
質の向上

学校教育課
指導者の資質や指導力の向上を図るため，
教職員の研修の充実を図る。

実施 継続 継続 935 855
園内研究会，グループ研究会，市指定研究会，特別
支援教育の研究会等，公開保育をとおした研究会を
実施し，子どもの育ちにつながる研究を深めた。

教師の資質向上のため，研究会，研修会を積極的に
実施，参加し，公私立保育所（園），私立幼稚園に
も研究会を公開し，共に学ぶ機会をもった。

Ａ Ａ

129
子ども読書の街づくり推進事
業（ブックワーム芦屋っ子）

学校教育課

読書の好きな子どもにするために「子ども
読書街づくり推進委員会」を設置し，学校
図書館の整備，親子読書週間，家読運動，
読書フォーラム，図書リスト４００選・読
書ノート作成などに取り組む。

実施 充実
充実

（２２年度）
17,961 17,801

「図書リスト400選」の改訂版を幼児児童生徒に配
布し，読書推進合同研修会や読書ミニフォーラムを
行った。また，「読書ノート・おはなしノート」等
の配布も行った。

図書担当教員や学校図書館司書補助員，各校の読書
ボランティアに働きかけ，読書ミニフォーラム等を
行うことができた。

Ａ Ａ

130
安全教育（防災教育，防犯教
育）

防災安全課
学校教育課

学校における危機管理意識を高めるため
に，ＣＡＰ講習会，避難訓練等の防災，防
犯教育を実施する。

実施 充実 継続
1,201

（学校教育
課）

1,125
（学校教育

課）

◆9月10日精道小学校防災倉庫説明
9月19日精道小学校防災訓練
10月27日打出浜小学校防災訓練
学校と地域が連携した防災訓練を3回実施すること
ができた。（防災安全課）
◆全小学校3年生にCAP講習会を実施し，幼小中学校
で交通安全教室，自転車教室を実施した。また，幼
稚園は月1回，小中学校は2～6回の避難訓練を実施
し，幼・小は大雨警報発令時の保護者への引き渡し
訓練を実施した。また，小学校，中学校では，生活
科，社会及び保健体育の授業等でも安全教育に取り
組んだ。（学校教育課）

◆学校と地域が連携した防災訓練を実施することが
できた。（防災安全課）
◆中学校において，自転車安全教室を実施した。
（学校教育課）

Ａ Ａ

131
ネット社会における情報の正
しい理解と判断の育成

児童センター
学校教育課
打出教育文化セン
ター
青少年愛護セン
ター
公民館

携帯電話やパソコン等，情報機器の適正な
利用や，発信される情報の適正な判断能力
を養うための情報教育を行う。

実施 継続 継続

事業No142で
一括計上

（打出教育文
化センター）
協働先団体負

担
（公民館）

協働先団体負
担

（公民館）

◆ジュニアパソコンクラブで情報教育を行った。26
年度　25回　241人（児童センター）
◆実態調査の結果をまとめた冊子の配布及び啓発プ
リントの作成，配布を行い，学校及び保護者等に情
報発信，啓発を行った。（学校教育課）
◆タブレットパソコン導入に伴い，小学校低学年か
らの情報モラルの獲得をめざし，教員研修講座を設
定，実施した。（打出教育文化センター）
◆ネット社会の課題に見合った研修会を，警察機関
との協力連携を受けながら，中学校区青少年健全育
成推進協議会と「合同研修会」で実施。情報の正し
い理解を深め，子どもを取り巻く環境の危険性につ
いて，保護者を対象に研修会を継続実施している。
（青少年愛護センター）
◆家庭教育セミナー(全2回)のうち1回を，
「ネット・スマホとの上手な付き合い方」と題して
セミナー開催
■開催日　　10月24日
■参加者数　127人
■講師　　　芦屋ファミリーセンター
　　　　　　ジェフ・リンスコット氏（公民館）

◆パソコン使用の際の注意事項を徹底し講座を実施
した。（児童センター）
◆啓発プリントの作成，配布を行い，学校及び保護
者等に情報発信，啓発を行った。（学校教育課）
◆数多くの情報モラル研修を設定，実施した。（打
出教育文化センター）
◆警察機関との協力連携を基に，中学校区を対象に
広く「合同研修会」で理解を深め，子どもを取り巻
く環境の危険性について，保護者が認識できたこと
が目標達成につながった。（青少年愛護センター）
◆協働先団体と協議をし，現在の問題点から講座
テーマを検討・企画する。（公民館）

Ａ Ａ

132
（仮称）
芦屋市教育振興基本計画策
定・推進

教育委員会管理課
学校教育課
生涯学習課

これまでの市の教育の成果と課題を踏まえ
つつ，芦屋の教育を一層充実させるため，
中期的な取り組みの考え方や具体的施策を
示す本市教育の基本的な計画を策定し実施
する。

未実施
実施

（２２年度）
実施

（２２年度）
－ －

◆平成22年度に策定した基本計画に基づき推進し
た。（教育委員会管理課）
◆平成23年度から平成27年度までの5年間の芦屋市
教育進行基本計画に基づいて，平成26年度芦屋の教
育指針に反映し推進した。（学校教育課）
◆策定した計画に基づき推進した。（生涯学習課）

◆継続して実施した。（教育委員会管理課）
◆基本計画が平成23年度からの5年間の計画である
ため，平成26年度に計画を見直す作業を行った。
（学校教育課）
◆策定した計画に基づき，調整を加えながら継続実
施した。（生涯学習課）

Ａ Ａ

8 Ａ評価事業一覧
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134 学校の給食の充実 学校教育課
栄養バランスのとれた良好な子どもの食生
活を確保するため，学校において給食を継
続実施する。

実施 継続 継続 66,640 66,640

全校，手作りによる安全安心な学校給食に努めた。
食物アレルギー対応マニュアルを改訂し，アレル
ギー対応についてさらなる安全安心かつ効率的な運
用を行った。また潮見中学校における給食実施に向
けて，業者選定を行うための準備を進めた。給食費
の公会計に向けて，システムの構築を図るためにプ
ロポーザル方式で業者を決定し，システムを導入し
た。

アレルギー対応マニュアルの改訂に伴い，安全安心
な学校給食が引き続き実施できるように体制を整え
た。また潮見中学校の給食実施に向けて良好な子ど
もの食生活を確保するため検討委員会を設置し，中
学校給食調理業務の委託業者選定等の様々な準備を
行った。

Ａ Ａ

143 国際理解教育推進事業 学校教育課

外国語教育・外国人児童生徒への支援の充
実を図るために，小学校英語活動の推進，
中学校ＡＬＴの配置，日本語指導ボラン
ティアの配置を行う。

実施 充実 充実 18,030 17,376
日本語指導が必要な児童生徒への対応について，セ
ンター校を中心に取組を推進した。

日本語指導が必要なすべての児童生徒の現状と課題
を分析し，適切な支援を受けられるようにする。

Ａ Ａ

144
適応教室
「のびのび学級」

学校教育課

不登校傾向の子どもたちのために設置され
たスペース。子どもたちが自分で考え，学
習し，相談を受けたりしながら，体験を通
して自分自身や対人関係に自信を持ち，自
立する力を培うことで学校へ復帰できるよ
う援助する。

実施 継続 継続 474 594
月～金曜の9:30～13：30に開室
指導主事1人と再任用教諭1人及び指導員6人，家庭
訪問指導員1人，教科指導員1人の体制で実施

学校や他の関係機関との連携を深め，情報共有を常
に行うとともに，個に応じた学習指導を行ったり
チャレンジ登校を積極的に進めるなど，再登校に向
けての取組を進めた。

Ａ Ａ

146
小中学校における特別支援教
育

学校教育課
教育，福祉，医療等の機関の相互の連携を
図り，適正な就学指導を推進する。

実施 継続 継続 43,249 40,836
インクルーシブ教育システム構築に向けて，関係機
関と連携し，定期的に会を持つことによって，支援
の充実を図った。

県立芦屋特別支援学校との連携を密にし，教育・福
祉・医療等の機関の連携を図り，適正な就学指導を
進めることができた。

Ａ Ａ

147 トライやる・ウィーク 学校教育課

地域社会や豊かな自然の中で，保護者や地
域のボランティアの協力を得て，公立中学
校２年生全員が職場体験活動，文化活動，
ボランティア活動等の様々な体験活動を行
う。

実施 継続 継続 4,500 4,500
3中学校で540人の生徒が参加し，98か所の事業所で
実施した。

中学生の心の教育という本来の目的が失われること
のないよう，新規事業者に対し，丁寧に趣旨を説明
し，指導上の留意点を伝えた。

Ａ Ａ

149 進路指導の推進事業 学校教育課
進路担当者会，進路協議会を開催し，進路
に係る情報提供・交換を行うなど学校にお
ける進路指導を支援する。

実施 継続 継続 　－ 　－

通学区変更に伴う受験では，心配された混乱はな
かった。
各学校では，懇談を増やして進路選択に向けたきめ
細かい対応ができた。

指導資料「進路の学習」の大幅な改訂を行い，受験
方法等の変更を周知した。学区拡大により新に加
わった学校の情報提供は，担当者会の回数を増やし
対応した。

Ａ Ａ

151 学校間交流 学校教育課 小・中学校間の連携強化を図る。 実施 充実 充実 　－ 　－
中学校合同授業研究会を開催し，中学校区毎に，小
中学校の教員がお互いの授業を参観したり，事後研
究会で指導の交流を行った。

中学校合同授業研究会の事後研究会で小中学校の教
員が教科の指導方法の工夫改善について活発に協議
することができた。

Ａ Ａ

155 地区集会所の有効活用 市民参画課
地区集会所を地域のコミュニティ活動の場
として提供する。

実施 充実 充実 70,632 66,991
乳幼児をはじめ，どの世代でも使いやすくなるよう
に潮見地区集会所の改修工事を行った。

利用者から意見を聞き，それを反映させることで子
どもから大人まで幅広い世代のコミュニティ活動の
場を提供した。

Ａ Ａ

157 世代を超えて集える遊び場
子育て推進課（こ
ども担当）

いつでも気軽に世代間，異年齢交流が図れ
るよう，世代を超えて自由に集える場づく
りを推進する。

未実施 実施 実施 － －

自由に参加できる運動室の開放事業の実施
月曜～日曜　9時～21時（小学生19時，中学生20
時）のうち，曜日によって午前・午後・夜間のいず
れかを指定して開放（最大1日3回，但し休日・祝日
は17時まで）
26年度4月1日～3月31日　 7,146人

福祉センターの運動室事業において，子ども中心の
居場所としての開放事業を求め，協議して家族とと
もに，また地域の方々とともに自由に集える開放事
業が可能となった。（他の事業があるときは除く）
継続実施。

Ａ Ａ

158 都市公園，児童遊園等の整備 公園緑地課
子どもの安全な遊び場を確保するため，都
市公園・児童遊園等の整備を図る。

実施 継続 継続 0 0 本事業として計画していた整備は完了した。 本事業として計画していた整備は完了した。 Ａ Ａ

159
児童館（児童センター）の充
実

児童センター
放課後，児童が活動できる場を確保するた
めに，児童館事業の充実を図る。

実施 継続 継続 － －
登録事業，自由来館事業等，乳幼児から児童，保護
者まで各利用目的に応じた施設として，17,637人が
利用。

参加者数を増加させるため，新規事業の開設及び既
存の事業回数を増やし，行事の周知を強化した。

Ａ Ａ

160
児童館（児童センター）の周
知，情報提供

児童センター
児童館の存在，児童館活動の周知を図るた
めに，情報提供を行う。

実施 継続 継続 － －
児童センターだより（年4回発行）及び各事業ごと
のチラシを作成し，ロビー，館内掲示板にて情報提
供を実施

児童センターだより，各事業のチラシに加え，館内
掲示ポスターも作成し周知に努めた。

Ａ Ａ
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166 小学校の校庭開放 生涯学習課

幅広い年齢の児童が安全に活動，交流でき
る場としていつでも気軽に利用できるよう
に，年間を通して公立小学校の校庭を開放
する。

実施 充実 充実 3,697 3,050

全8小学校で実施（三季休業期間・12～2月除く）
平日：16時～18時（10・11月は17時）
3校については15時～17時（一旦下校せず参加）
土曜：9時～12時

一旦下校しないで参加する取組の拡大と，その効果
の検証を行った。従来の学校については，継続して
充実を図った。

Ａ Ａ

167
放課後子どもプラン（教室
型）

生涯学習課

放課後や週末等の子どもたちの安全な居場
所を確保するため，各小学校の校庭等を開
放し，児童が安全・安心・健康で明るく楽
しい仲間づくりができる場を提供する。

実施 充実 継続
事業No.166で

一括計上
事業No.166で

一括計上

教室型の開催箇所を増やす方向で検討，調整を行っ
た。
実施箇所：5か所
主な教室内容：楽しい外遊び，学習支援　等

さらに，教室型の開催箇所を増やし，充実を図っ
た。

Ａ Ａ

169 こどもひろば 児童センター ２～３歳児と児童厚生員との自由遊び
実施

（月１回）
継続

充実
（回数）

327 248
月1～2回午前2回，午後1回実施
26年度　17回　665人

継続して実施 Ａ Ａ

172 手づくりひろば 児童センター
折り紙を制作することにより，子どもの手
先の器用さや集中力，創造力を養う。

実施
（夏休み及び春休

み）
継続 継続 － －

25年度　2回　19人
26年度　2回　19人（午前・午後の合計）

子どもたちが親しみやすいお花を使って，内容を手
作りミニアレンジに設定して実施。

Ａ Ａ

173 ジュニアクラブ 児童センター
基本的生活習慣を身につけ，様々な活動，
体験，遊びを通じて，仲間づくり及び生活
体験を豊かにする。

実施
（週２回／
夏休み中
週４回）

継続 継続 105 105 92回　1532人
各学年ごとに同じカリキュラム内容で難易度を設定
し，それぞれが充実した活動ができるよう工夫し
た。

Ａ Ａ

178 図書活動 児童センター
子どもが自由に来て，図書を閲覧，貸し出
しができるよう，図書室を設置・開放する｡

実施 継続 継続 540 528
毎月1日に，新刊絵本，児童書を30冊新着コーナー
として展示。

継続して実施 Ａ Ａ

188 こどものほんの研究会 図書館
大人を対象とした職員と市民ボランティア
による絵本の評価等の学習研究会を行う。

実施
（月１回）

継続 継続 － －
毎月1回研究会を開催
平成25年度：延べ105人
平成26年度：延べ142人

おはなしボランティアグループ等と図書館員が絵本
の読み聞かせに関する研鑚に取り組んだ。

Ａ Ａ

191 小学生の本の部屋 図書館
小学生を主な対象に，図書館資料を紹介す
る催し。（開催ごとに内容を変えてい
る。）

実施
（年１回）

継続 継続 － －
年1回読書週間行事として開催（小学生対象）
平成25年度：延べ23人
平成26年度：延べ23人

おはなしボランティアグループと連携し，学校へチ
ラシを配布する等，ＰＲに取り組んだ。

Ａ Ａ

193
公民館の夏休み子ども対象事
業

公民館
公民館において，夏休みに親子で参加でき
る事業を実施する。

実施 継続 継続 217 217
16教室　延べ540人
親子教室(2回)　68人

子ども教室の指導を公民館や市内で活動する市民グ
ループや団体の協力を得て実施し，世代間交流も図
ることができた。

Ａ Ａ

194 子ども会連絡協議会への支援 青少年育成課

育成指導者の研修，指導助言と助成を行
う。育成者，指導者，ジュニアリーダー研
修，安全教育研修，子ども代表者会議の開
催を行う。

実施 継続 継続 250 250

育成指導者の研修・指導助言と助成
(育成者,指導者,Ｊリーダー会議,安全教育研修)
■行事関係
○5.5フェスタ2014（5月5日）
　体育館・青少年センター
○元気しんぶん（夏・冬号）発行
○夏の交歓キャンプ(8月4日)
　かどのの郷　参加者84人
○将棋教室・大会(7月23日・24日・28日)
　コミスク共催事業71人
○オセロ大会8月24日
　体育館・青少年センター23人
○秋まつり子どもみこし10月12日
　8基560人
○阪神ブロックオセロ大会　9月14日
○尼崎との交流雪遊び2月14日～15日
　尼崎市立美方高原自然の家　参加者31人

今後もリーダー養成を兼ねて，事業を展開してい
く。

Ａ Ａ

195
中高生をリーダーとするボラ
ンティア等の活動

青少年育成課

中高生の自主性を尊重し，かつ，地域で次
代の社会を担う大人になるための資質を養
うことができるよう，リーダーの育成・支
援を行う。

実施 継続 継続 － －
芦屋市子ども会連絡協議会と連携し，ジュニアリー
ダーを募り，地域子ども会事業やキャンプに向けて
の会議をひらき，リーダー派遣をした。

ジュニアリーダーが育てば，市内イベント等の活性
化にも繋がるため，ジュニアリーダーの育成に尽力
した。

Ａ Ａ

198
新たな芦屋市人権教育・人権
啓発に関する総合推進指針の
策定・推進

人権推進課
平成２３年度以降の新たな総合推進指針を
策定し，人権教育・啓発を推進する。

未実施 実施
実施

（２２年度）
2,620 1,643

・人権教育・人権啓発推進懇話会を１回開催し，人
権施策に関する事業評価を実施した。
・人権についての市民意識調査及び職員意識調査を
実施した。

人権についての市民意識調査及び職員意識調査を実
施し，総合推進指針見直しの基礎資料を得た。

Ａ Ａ

10 Ａ評価事業一覧



事業
No.

事業名 担当課 事業内容
平成21年度

(計画策定時)
実績

平成26年度
実績

平成26年度
目標

平成26年度
歳出予算

平成26年度
歳出決算

平成26年度実施状況
26年度目標（達成）に対して，努力した点・未達成
の理由

H26
所管
評価

H26
評価
結果

199 命の尊さに関する教育，啓発

子育て推進課（こ
ども担当）
子育て推進課
学校教育課

虐待，いじめ，犯罪等の子どもの問題にか
かわりのある機関全てが，あらゆる機会を
通じ命の大切さを訴える啓発活動を行う。

実施 継続 継続 － －

◆児童虐待防止推進支援者研修会を実施
・児童虐待防止キャンペーンを3回実施（うち1回を
民生児童委員と共催）
・ＤＶ防止対策と協働し，街頭キャンペーンを実施
した。（子育て推進課（こども担当））
◆日々の保育や震災のつどい，防災訓練を実施し，
命の大切さを知らせていくようにした。（子育て推
進課）
◆学校いじめ防止基本方針を策定し，日常の様々な
活動を通して，命について考える教育活動を行っ
た。（学校教育課）

◆キャンペーングッズの配布等啓発リーフレットを
製作し，児童虐待防止支援者研修会を開催した。
（子育て推進課（こども担当））
◆こどもは勿論，震災を経験していない職員も多い
中，皆で学びあい，子ども自身が自分の命を守ると
いう観点から保育の中身も検討するように積極的に
取り組んだ。（子育て推進課）
◆学校いじめ防止基本方針に基づき，日常の様々な
活動を通して，命について考える教育を充実させ
た。（学校教育課）

Ａ Ａ

11 Ａ評価事業一覧



事業
No.

事業名 担当課 事業内容
平成21年度

(計画策定時)
実績

平成26年度
実績

平成26年度
目標

平成26年度
歳出予算

平成26年度
歳出決算

平成26年度実施状況
26年度目標（達成）に対して，努力した点・未達成
の理由

H26
所管
評価

H26
評価
結果

200
子どもの虐待防止のための啓
発

子育て推進課（こ
ども担当）

子どもの虐待をテーマとする広報や講演会
等を積極的に取り入れ，啓発活動を推進す
る。

実施 充実 充実
事業No12で

一括計上
事業No12で

一括計上

・児童虐待防止月間に支援者研修会を実施
・子育て支援者及び担当職員研修会を3回実施
・児童虐待防止キャンペーンを3回実施

子育て支援者及び担当職員研修会を3回実施した。
キャンペーンは，3回実施
キャンペーン啓発グッズ配布，児童虐待防止支援者
研修会を開催した。

Ａ Ａ

201
「児童の権利に関する条約」
啓発リーフレットの作成

子育て推進課（こ
ども担当）

「児童の権利に関する条約」の普及啓発の
ため，だれもが理解できるように，子ども
版及び大人版リーフレットを作成する。

未実施 実施
実施

（２２年度）
－ －

日本ユニセフ協会の訳や，市内の中学校へ授業で
「条約」をテーマに生徒が書いた作文を参考に作成
した。
理解を深めるために，乳幼児の保護者，小学生と保
護者，中高生と保護者向けの3パターンを作成し
た。

幼・小・中学校を通して各家庭へ配布を行った。
(年少，小1，中1)

Ａ Ａ

202 子どもの主体的活動の支援
子育て推進課（こ
ども担当）

子どもの自主を尊重した，主体的な取り組
みの支援を行う。

未実施 実施
実施

（２３年度）
事業No77で

一括計上
事業No77で

一括計上

子育て支援センターで，小・中・高生を対象として
学齢期支援を実施。スタディルーム,ミュージック
スタジオ，運動室の開放事業により，多様なニーズ
の活動の場を提供できた。
子育てセンターイベント事業としてキッズクッキン
グの実施

学習・スポーツ活動・音楽活動と，子どもたちの多
様な活動の支援を行った。
いずみ会の協力を得て，キッズクッキングを行っ
た。

Ａ Ａ

203
被害にあった子どもの一時保
護

子育て推進課（こ
ども担当）

関係機関と連携を図り，虐待等の被害に
あった子どもの一時的な保護を西宮こども
家庭センターに依頼する。

実施 継続 継続 － －
関係機関と連携を図り，虐待等の被害にあった子ど
もを始め，保護を要する子どもを一時的に保護す
る。(平成26年度　8人）

家庭児童相談システム導入によりケース管理と迅速
な対応が可能になった。

Ａ Ａ

204
子どもの健康を守る環境づく
り

福祉センター
健康課
児童センター
打出教育文化セン
ター
青少年育成課
青少年愛護セン
ター
公民館
図書館
美術博物館

健康増進法に基づき，多数の人が利用する
施設において受動喫煙を防止する対策が行
うことが義務付けられていることから，子
どもの健康を守るために，全市的な取り組
みとして推進する。

実施 継続 継続 － －

◆館内は全面禁煙を実施した。（福祉センター）
◆全館禁煙を実施中。
事業として個別健康教育を実施し，その中で喫煙者
に対する禁煙指導を行っている。H26年度は2人に6
回実施した。
乳幼児突然死症候群の防止のため，啓発チラシを乳
児家庭全戸訪問事業で配布，禁煙を促す働きかけを
実施した。（健康課）
◆受動喫煙防止のため，敷地内禁煙のポスター，ス
テッカーを掲示した。（児童センター）
◆館内禁煙，飲食禁止を実施。また，四季折々の
花々を栽培している。（打出教育文化センター）
◆館内，敷地内は全て禁煙とした。（青少年育成
課，青少年愛護センター）
◆館内は全面禁煙とした。（公民館）
◆継続して実施
社会教育部の他施設と連携して取組を行った。（図
書館）
◆美術博物館の敷地内においては全面禁煙としてい
る。（美術博物館）

◆継続して実施した。（福祉センター，児童セン
ター）
◆喫煙・受動喫煙の影響を個別健康教育やチラシ等
で周知した。（健康課）
◆水遣り，整備に努めた。（打出教育文化セン
ター）
◆館内，敷地内は全て禁煙とした。（青少年育成
課，青少年愛護センター）
◆継続して実施した。（公民館）
◆引き続き取組を行う。（図書館）
◆継続して実施した。（美術博物館）

Ａ Ａ

206
犯罪等，子どもを取り巻く
様々な危険性についての教
育，啓発

青少年愛護セン
ター

家庭，学校，地域及び関係機関が連携を図
り，子どもや保護者に対して，様々な犯罪
の危険性についての教育，啓発，情報提供
等を行う。

実施 充実 継続 － －
中学校区青少年健全育成推進協議会「合同研修会」
を実施した。生活安全推進連絡会に参画し，愛護委
員の班集会等で情報を共有している。

愛護委員会総会，役員会，愛護協会理事会，班集会
等通じて，インターネット講習会の重要性を伝える
ために県警察本部職員を講師に招き実施，芦屋警察
生活安全課との連携を図り情報の共有に努めた。

Ａ Ａ

207
関係機関の連携による環境浄
化活動

青少年愛護セン
ター

青少年の健全育成のために，行政，警察，
家庭，学校，地域及び関係機関が連携を図
り，地域ぐるみで環境浄化活動を推進す
る。

実施 継続 継続 － －
市内合同パトロール及び三市（尼崎・西宮・芦屋）
合同パトロールを実施

広域連携により情報の共有化が図れ，目標の達成に
効果があった。

Ａ Ａ

208
保育所における食に関する情
報提供，指導

子育て推進課
乳幼児期から正しい食習慣が身に付けられ
るように，保育所に通う児童の保護者に対
し，食に関する情報提供や指導を行う。

実施 継続 継続 　－ 　－

「給食だより」の発行・アレルギー食個別指導・給
食の展示・保育所給食の保護者への試食会・栄養士
の食育指導の継続実施。
食の安全・安心の提供として保育所給食の放射能検
査結果のホームページ・広報紙による公開。

「給食だより」を重点に，継続実施 Ａ Ａ

209 保育所の給食の充実 子育て推進課
栄養バランスのとれた良好な子どもの食生
活を確保するため，保育所において給食を
継続実施する。

実施 充実 継続
事業No212で

一括計上
（38,400）

事業No212で
一括計上

（38,494）

日本人の摂取基準を活用し作成した芦屋市保育所の
給与栄養目標量に沿って栄養バランスの良い献立を
作成し提供。保育所給食の安全・安心をより深める
為に食品の産地確認，牛の固体識別番号確認，給食
の放射能検査の継続実施。衛生研修も継続実施。25
年度作成した「保育所食物アレルギー対応マニュア
ル」「食物アレルギーのてびき」に沿ったアレル
ギー対応を実施した。また，アレルギーの知識の向
上のため，アレルギー専門医師による研修を継続実
施した。

「食物アレルギー対応マニュアル」に沿った対応を
実施し，実施後出てきた問題点を一つずつ改善し，
「食物アレルギーてびき」の改訂版を作成した。

Ａ Ａ
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事業
No.

事業名 担当課 事業内容
平成21年度

(計画策定時)
実績

平成26年度
実績

平成26年度
目標

平成26年度
歳出予算

平成26年度
歳出決算

平成26年度実施状況
26年度目標（達成）に対して，努力した点・未達成
の理由

H26
所管
評価

H26
評価
結果

210
保育所の食に関する指導者の
充実

子育て推進課
保護者や児童に対する食育教育を充実する
ため，栄養士会等の関係機関と連携を図
る。

実施 継続 継続 　－ 　－
食育推進地域づくり会議や事業に参加し，食育を推
進する関係団体との交流を深め，情報交換を行い食
育の推進を図った。

継続して実施 Ａ Ａ

211 保育所の適正配置 子育て推進課

地域の特性や児童数の動向，保育需要を踏
まえ，保育所の適正配置に努め，必要に応
じて定員の変更や施設の整備について検討
する。

実施 継続 継続 　－ 　－
平成26年12月に茶屋之町に定員78人の認可保育所を
開園した。また，平成27年4月の開園に向けて小規
模保育の公募を行った。

0～2歳の待機児童解消のため，小規模保育事業所の
公募を行った。

Ａ Ａ

212★ 通常保育事業 子育て推進課
保護者の就労や疾病等により，昼間，保育
に欠ける乳幼児を保育所で預かる。

実施
（定員７５６人／

日・
１１か所）

充実
（定員１，０７３
人／日・１６か

所）

充実
（定員９３６人／

日・
１３か所）

985,979 878,808

新設認可保育園の開設により入所児童数を年次ごと
に増加　入所者月平均　H17 655人，H18 670人，
H19 778人,H20 825人，H21 827人，H22 913人，H23
916人，H24 846人，H25 924人，H26/3月 1,073人

0～2歳の待機児童解消のため，小規模保育事業所の
公募を行った。

Ａ Ａ

213 乳児保育 子育て推進課
産休明けの生後３か月から０歳児保育を実
施する。

実施 充実 継続
事業No212で

一括計上
事業No212で

一括計上
12保育所で実施 継続して実施 Ａ Ａ

214★ 延長保育事業 子育て推進課
通常保育の利用者に対し，通常の保育時間
を超えて延長して保育を行う。

実施
（定員１２５人／

日・
１１か所）

充実
（定員１６０人／

日・
１６か所）

充実
（定員１５５人／

日・
１３か所）

事業No212で
一括計上

（23,624）

事業No212で
一括計上

（22,324）

16保育所で実施
時間：18時～19時
利用料：月額2,000円+1回200円
利用者：H18 2,081人,H19 2,499人,H20 2,732
人,H21 2,815人,H22 2,999人,H23 2,786人,H24
3,305人，H25 3,786人，H26 3,727人
（H26年度より私立保育園が10園に増加）

全保育所で実施 Ａ Ａ

215 統合（障がい児）保育 子育て推進課

個別的配慮が必要な児童を保育所に入所さ
せ，他の児童と集団保育を行うことによ
り，当該児童及び他の児童の健全な発達を
促進する。

実施
（１１か所）

充実
(１６か所）

充実
（１３か所）

事業No212
で一括計上
（8,100）

事業No212
で一括計上
（5,400）

16保育所すべてで統合保育事業を実施し，必要に応
じて加配を配置した。

全保育所で実施 Ａ Ａ

216★ 病児・病後児保育事業 子育て推進課
病気や病気回復期の児童で，保護者の就労
等の理由で，保護者が保育できない際に，
保育施設で児童を預かる。

未実施

実施
（病児・病後児：
定員３人／日・１

か所）

実施
（病後児：定員３
人／日・１か所）

事業No212
で一括計上
（11,379）

事業No212
で一括計上
（10,820）

H22年度～市立芦屋病院施設内で実施
日時：月～金（7時30分～18時）
利用料：月額2,000円+給食費500円
利用者数：H22 12人 H23 44人 H24 22人，H25 146
人，H26 191人

継続して実施 Ａ Ａ

219 民間保育所への運営支援 子育て推進課
民間活力の登用による保育サービスの充実
を図るため，民間保育所に対する助成を行
う。

実施
（５か所）

充実
（１０か所）

充実
（７か所）

事業No212で
一括計上

（856,019)

事業No212で
一括計上

（759,432)

継続して実施
（H26年度で私立認可保育園2園増）

継続して実施 Ａ Ａ

221 幼稚園延長保育事業
教育委員会管理課
学校教育課

幼稚園の保育時間を延長する。 未実施 充実 検討
35,073

（教育委員会
管理課）

32,311
（教育委員会

管理課）

◆全9園で預かり保育を実施した。（教育委員会管
理課）
◆全幼稚園で，保護者の子育てをサポートした。
（学校教育課）

◆全園で実施し，延べ23,144人にご利用いただい
た。（25年度9園で延べ20,913人）（教育委員会管
理課）
◆異年齢保育を充実させ，保護者が安心して利用で
きるようにした。（学校教育課）

Ａ Ａ

222★

放課後児童健全育成事業（放
課後子どもプラン（クラブ
型））

青少年育成課

保護者等の就労のため，放課後，家庭での
保護が受けることのできない小学生児童の
健全育成を図るため，留守家庭児童会での
受け入れを実施する。

実施
（８か所・
１０教室）

充実

充実
（８か所・
１０教室／
利用時間
の延長）

196,314 181,154
待機児童を作らないよう，場所と人員の確保に努め
た。
8か所11教室実施

引き続き待機児童を作らない方針を堅持し，保育室
の確保を努力する。

Ａ Ａ

13 Ａ評価事業一覧
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223
男性の働き方の見直しに向け
た啓発

男女共同参画推進
課

男性を含めたすべての人が，仕事時間と生
活時間のバランスが取れる多様な働き方が
選択できるように，働き方の見直しに向け
ての啓発を行う。

実施 充実 充実 － －

男女共同参画週間記念事業の映画会「がんばっぺ
フラガール！」等，センター事業・講座で芦屋市男
女共同参画推進条例の認知度について調査
芦屋市男女共同参画推進条例の概要版を市内中学１
年生に配布
イクメン講座(8/23)，コミュニケーション講座
（9/27），健康講座の男性専科（11/1）を土曜に開
催
センター通信ウィザス77号で特集「育休とってパパ
も“地域デビュー”-地域とのつながりづくりは人
生の豊かさづくり-」を掲載。他にもセンター通信
では77号から79号で「ワーク・ライフ・バランス」
を4コマまんがでわかりやすく啓発
広報あしや6月1日号には，男女共同参画推進審議会
の副会長の「究極の選択」を超えて-男女共同参画
社会とワーク・ライフ・バランス-という寄稿文を
掲載

男女共同参画週間記念事業やセンター講座で，条例
の認知度をアンケート項目に入れたり，条例概要版
を中学生に配布することにより，条例の周知を図っ
た。，
イクメン講座だけでなく，コミュニケーション講座
や健康講座（男性専科）を土曜日に開催し，平日働
く男性が参加しやすいよう工夫した。
また，センター通信では，78号の特集「子育て期の
女性たち-仕事と家庭の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス）の実現に向けて-」の中で「男性にとって
の男女共同参画」という“気になる統計・調査結
果”を紹介する等により，「ワーク・ライフ・バラ
ンス」の周知啓発を図った。

Ａ Ａ

234
若い世帯，子育て世帯等の公
的住宅への優先入居

住宅課
若い世帯や子育て世帯が良好な住環境を確
保できるよう, 公的住宅への入居に対し,
困窮度判定で配慮している。

実施 継続 継続 － －

市営住宅等入居希望者登録における困窮者判定で加
点を実施
平成22年度以降，中堅所得者層向けの住宅につい
て，入居促進を図るため，新規の新婚世帯・子育て
世帯に対して家賃軽減を行っている。

継続して加点を実施
継続して新規の新婚世帯・子育て世帯に対して家賃
軽減を行った。

Ａ Ａ

236
（仮称）
福祉センターの開設 福祉センター

地域福祉の拠点として，誰もが気軽に立ち
寄れて人々のふれあいや交流の中で，障が
いや認知症などについて理解を深めること
ができる場を提供し心のバリアフリーを進
める。

未実施 実施
実施

（２２年度）
191,707 184,434

半年毎に事業の検証を行い，その結果を受け見直し
を行うなど，事業を充実させた。
(26年度利用者数　約181,869人)

検証した内容は速やかに見直しを行い，事業を充実
させた。

Ａ Ａ

237
（仮称）
福祉フェアの開催

福祉センター

福祉の拠点となる（仮称）福祉センターに
おいて，関係課や地域団体・ボランティア
とともに，福祉のまちづくりの意識啓発を
図る。

未実施 充実
実施

（２２年度）

308
（上記に含ま

れる）

165
（上記に含ま

れる）

「第5回あしや保健福祉フェア」を，「はなみずき
芦屋」において，前年度の検証を反映させ，なおか
つ阪神淡路大震災20周年事業の一環とし，関係機関
等が一体となって取り組んだ。
(7/26開催　参加者数延べ5,817人)

第5回あしや保健福祉フェア開催にあたり，関係機
関との連携や充実を図った。また，阪神淡路大震災
20周年事業と位置付け，記念事業としてフェアの充
実を図った。

Ａ Ａ

239
公共施設，公共交通機関等に
おけるユニバーサルデザイン
化，子育て支援施設の整備

社会福祉課（管理
係）
建築課

公共施設，公共交通機関等における段差解
消，スロープ，エレベーターの設置，親子
トイレや授乳コーナー等，ユニバーサルデ
ザインを目指した施設の整備を促進する。

実施 充実 充実

16,200
（社会福祉

課）
16,730

（建築課）

14,867
（社会福祉

課）
10,710

（建築課）

◆阪急芦屋川駅構外改札口から南側道路へ至る経路
にスロープ設置に対する補助実施，H26.12月より共
用を開始した。（社会福祉課（管理係））
◆4施設において多目的トイレの整備，エレベー
ターの設置を行った。
（多目的トイレ：南宮公園，潮見地区集会所，庁舎
東館。エレベーター設置：市役所南側。）
3公共施設の建設計画にユニバーサルデザイン化を
考慮した。
（多目的トイレ，授乳コーナー：体育館・青少年セ
ンター。多目的トイレの拡幅，段差解消：上宮川文
化センター。段差解消：潮見地区集会所）（建築
課）

◆幼児等，高齢者や障がいのある方等の安全かつ円
滑な移動を確保するため，阪急芦屋川駅構外改札口
から南側道路へ至る経路にスロープを設置した。
（社会福祉課（管理係））
◆引き続き公共施設整備に合わせてユニバーサルデ
ザイン化，子育て支援施設の整備に努める。（建築
課）

Ａ Ａ

241
自転車が安全に通行できる道
路，歩道の整備

道路課
新しく整備する幹線道路については，子ど
もたちが市内を安全に自転車で通行できる
よう整備する。

実施 継続 継続 141,290 128,004
既設の自転車歩行者道において，路面標示の明示を
実施
自転車利用者への啓発標識を設置

自転車は，歩行者と衝突した場合には加害者となる
こともあるので，十分な自覚と責任が求められるこ
とから，加害者とならないための意識啓発を図っ
た。

Ａ Ａ

242 夜間の交通安全の確保 道路課
夜間の交通安全を守るため，街路灯を設置
し，併せて防犯機能を持たせる。

実施 継続 継続 109,935 110,416

公益灯新設　　　　　　 64灯(LED64灯)
灯具取替え　　　　　　 47灯(LED47灯)
照度アップ等容量変更　108灯(LED108灯)
公益灯球取替え　　　　974灯
夜間ﾊﾟﾄﾛｰﾙ　　　　　　 48回
球切れ発見　　　　　　944灯
老朽添架型水銀灯100wLED導入計画により240灯改良
を実施。

夜間の安全な交通や治安の確保を図るため，市民の
要望にはできるだけ応えて公益灯の新設や照度アッ
プを図った。
また，LED導入計画に基づき対象を把握し，計画的
に推進することとし，平成26年度は老朽添加型水銀
灯100wの導入により240灯改良した。

Ａ Ａ

243 交通安全施設の整備 道路課
道路反射鏡，ガードレール等の整備を行
う。

実施 継続 継続
事業No.241で

一括計上
事業No.241で

一括計上

通学路における交通安全対策工事の実施
市内の歩道部におけるバリアフリー計画に基づく工
事の実施
防護柵改修計画に基づく改修工事の実施

通学路における交通安全対策の進捗を図った。
バリアフリー計画に基づく工事を着実に実施できる
よう努めた。

Ａ Ａ
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247 交通安全教室の開催 建設総務課
子どもの交通安全意識を高めるために，保
育所，幼稚園及び小学校において交通安全
教室を開催する。

実施 継続 継続 793 740

市内の保育所，幼稚園，小学校・中学校・特別支援
学校で交通安全教室を開催し，正しい歩行，道路横
断方法，自転車の正しい乗り方等を指導した。(延
べ61回）

啓発グッズを手作りする等，児童の興味を引くよう
な教室に努めると共に中学校・特別支援学校等にお
いても交通安全教室を開催した。

Ａ Ａ

249 危機管理体制の強化
子育て推進課
学校教育課

警察との連携により，学校園，保育所での
危機管理に対する情報交換を行うととも
に，緊急時に子どもの安全を守ることがで
きるように体制の整備を強化する。

実施 継続 継続 　－ 　－

◆毎月，災害訓練を実施し，内容も防犯・火災・地
震・津波・洪水等の設定で実施。また消火訓練も必
ず行った。南海トラフも想定した中での実際の避難
訓練も実施した。（子育て推進課）
◆各地域の見回りグループの活動や青パトの巡回，
警察等，関係機関との連携を行った。また，精道中
学校区で，通学路合同点検を実施した。（学校教育
課）

◆机上ではなく，実際に訓練をする中で，課題等を
職員で考え直し，翌月に活かされるように実践を積
んだ。垂直避難だけではなく北への水平避難につい
ても検討が必要であり，今後も継続して取り組む。
（子育て推進課）
◆各地域の見回りグループの活動や青パトの巡回な
どを通し，子どもの安全を守る活動を進めた。ま
た，芦屋市通学路交通安全プログラムを作成し，通
学路合同点検の体制を整えた。（学校教育課）

Ａ Ａ

250
安全な公園づくり
（安全な遊具，防犯設備の設
置，トイレの整備，点検等）

公園緑地課
公園内の植栽等が死角にならないように配
置や剪定を行い，遊具については安心して
遊べるよう点検の強化，修繕を行う。

実施 充実 充実 656,842 548,335
防災拠点に位置付けられている南宮公園の便所バリ
アフリー化を実施した。
樹木及び遊具等の適正な維持管理を実施した。

防災拠点に位置づけられている公園の便所バリアフ
リー化を継続して推進した。
公園施設長寿命化計画に基づき，公園施設が安全・
安心に利用できるよう，適正な維持管理を継続して
行った。

Ａ Ａ

251 防災行政無線の運用 防災安全課
防災行政無線の拡声機能による市民への各
種情報の周知を図る。

未実施 実施
実施

（２２年度）
3,702 3,030

緊急地震速報訓練及び芦屋市防災総合訓練，市内防
災組織等の防災訓練時において，防災行政無線によ
る情報伝達訓練を実施した。

防災訓練等における「シェイクアウト訓練」の拡
大・充実が図れなかったが防災無線を使用した訓練
にて活用できた。

Ａ Ａ

252 あしや防災ネットの運用 防災安全課
携帯電話やパソコンのメール機能を利用し
て登録者に気象警報、防犯等に関する情報
を発信する。

実施 継続 継続 1,296 1,296

地域で実施される防災訓練や出前講座等の機会を活
用し，加入者数の増加に繋がった。

平成26年3月末　　6,191件
平成27年3月末　　7,285件

地域で実施される防災訓練や出前講座等の機会を活
用し，積極的に啓発活動を行った。

Ａ Ａ

256 街頭巡視活動
青少年愛護セン
ター

愛護委員による日常的なパトロール活動を
推進する。

実施 継続 継続 3,300 3,300

・愛護委員196人が，8つの小学校校区に分かれ活動
を実施。
延べ552回，延べ4,708人
・12月に延べ130人の愛護委員が各班集会で「ＤＶ
Ｄ補導員の心得」を視聴しながら，実践的な「声か
けの実際」について研修会を実施した。

地域の愛護活動に対する理解度が深まり，会員の増
加が達成につながっている。また，班集会での身近
な研修を基に，地域での声かけについて班員で認識
を深め活動に結びつけることが，目標の達成に効果
的であった。

Ａ Ａ

★国が指定する特定事業

：今年度新たにＡ評価となった事業
　新規Ａ評価は13事業
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